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国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

　
　
　
　
医
療
費
の
お
知
ら
せ
発
送
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
ん
で
い

る
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
す
べ
て
の

か
た
が
加
入
し
、
保
険
料
を
出
し
合

い
、
お
互
い
を
支
え
合
う
制
度
で
す
。

　
ま
た
、
年
金
制
度
は
老
後
の
収
入

保
障
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
病
気

や
ケ
ガ
で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
は

障
害
年
金
を
、
加
入
者
が
亡
く
な
ら

れ
た
と
き
は
遺
族
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
少
子
高
齢
化
が
進
行
し
、
現
役
世

代
の
か
た
の
負
担
が
年
々
増
加
し

て
い
ま
す
が
、
保
険
料
を
納
め
続
け

る
こ
と
で
、
年
金
の
給
付
は
生
涯
に

わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
加
入
の
手
続
き
や
保
険
料
の
納

付
忘
れ
が
あ
る
と
、
年
金
が
受
け
取

れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

加
入
手
続
き

　
学
生
や
自
営
業
者
な
ど
の
第
１
号

被
保
険
者
と
な
る
か
た
は
、
20
歳
に

な
っ
た
ら
日
本
年
金
機
構
か
ら
資
格

取
得
（
手
続
不
要
）
の
お
知
ら
せ
、

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
お
よ
び
保
険

料
の
ご
案
内
が
届
き
ま
す
。

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員
な
ど
の

第
２
号
被
保
険
者
の
か
た
や
、
第
２

号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配

偶
者（
第
３
号
被
保
険
者
）の
か
た
は
、

勤
務
先
の
事
業
所
が
加
入
手
続
き
を

行
い
ま
す
。

保
険
料
の
免
除
・
猶
予

　
所
得
が
少
な
い
た
め
、国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
で
き
な
い
場
合

は
、申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
ま
た
は
免
除
と
な
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　
学
生
の
か
た
は「
学
生
納
付
特
例

制
度
」、経
済
的
な
理
由
な
ど
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
か
た

は
、「
全
額
免
除
・
一
部
免
除
制
度
」

や「
納
付
猶
予
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
申
請
を
行
わ
ず
、
国

民
年
金
保
険
料
が
未
納
の
ま
ま
続

く
と
、
受
給
資
格
期
間
を
満
た
せ

ず
、
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
り
、
納
付
の
要
件

を
満
た
せ
ず
、
万
が
一
の
時
の
障

害
年
金
や
遺
族
年
金
を
受
給
で
き

な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
納
付
が
困
難
な
場
合
に
は

必
ず
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

く
わ
し
く
は
、
市
民
課
保
険
年

金
係
ま
た
は
伊
勢
年
金
事
務
所
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

～新成人のみなさんへ～

20 歳になったら
国民年金

市民課保険年金係
 25 1148

伊勢年金事務所
 0596 27 3601

　

支
払
っ
た
医
療
費
の
総
額
を

自
身
で
確
認
し
て
い
た
だ
き
、

適
正
な
受
診
に
つ
な
げ
る
た
め
、

医
療
費
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

保
険
か
ら
医
療
機
関
な
ど
へ
支

払
わ
れ
る
医
療
費
は
、
保
険
税

（
料
）と
国
な
ど
か
ら
の
補
助
金

で
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
大
切
な
保
険
税（
料
）な

ど
を
有
効
に
使
う
た
め
に
も
、

適
正
な
受
診
を
心
が
け
て
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、医
療
費
通
知
を
確
定
申

告
の
医
療
費
控
除
の
申
告
手
続

き
で
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」の
記
入
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
の
か

た
は
12
月
診
療
分
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い

る
か
た
は
10
月
か
ら
12
月
診
療

分
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り

領
収
書
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
お
持
ち
の
方
は
、
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
※
よ
り
確
定
申
告
に

利
用
す
る
た
め
の
1
年
間
分

（
令
和
6
年
１
月
か
ら
12
月
）の

医
療
費
通
知
情
報
を
、
令
和
7

年
2
月
上
旬
ご
ろ
に
一
括
で
取

得
可
能
と
な
り
ま
す
。

※�

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
す

る
際
は
、
利
用
者
登
録
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
か
た

〇
発
送
月
と
対
象
診
療
月

・
1
月
末
ご
ろ
発
送

令
和
6
年
1
月
～
11
月
診
療
分

・
2
月
末
ご
ろ
発
送

令
和
6
年
12
月
診
療
分

（
郵
送
に
日
数
が
か
か
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
の
か
た

　

後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合（
☎
0
5
9ｰ

2
2
1ｰ

6
8
8
4
）か
ら
発
送
さ
れ
ま

す
。

〇
発
送
月
と
対
象
診
療
月

・
1
月
下
旬
発
送

令
和
6
年
1
月
～
９
月
診
療
分

・
7
月
下
旬
発
送
予
定

令
和
6
年
10
月
～
12
月
診
療
分

広報とば  令和7 年 1 月 1 日号 8


